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◆　マイナンバーカード交付等 予約・管理システム導入業務委託募集要項様式集
様式１　参加申込書
様式２　誓約書
様式３　役員名簿
様式４　同種類似業務実績届
様式５　グループ構成表
様式６　質問書
様式７　企画提案書表紙
様式８　業務体制表
様式９	見積書
様式10	参加辞退届

◆　マイナンバーカード交付等 予約・管理システム導入業務委託仕様書

◆　マイナンバーカード交付等 予約・管理システム導入業務委託評価基準書








１　目的
現行のマイナンバーカード交付に係る事務処理については、交付対象者リストをExcel
データにより整理している。また、マイナンバーカードの交付予約については、電話若しくは来庁による予約制としている。
当市のマイナンバーカードの交付業務においては、以下の理由により増加しており対策が必要となっている。
　　・マイナンバーカードの交付開始から10年が経過したことによるカード本体の更新
　　・マイナ保険証の開始によるカード交付希望者の増加
　　・利用者の増加に伴う磁気不良等の不具合による再発行の増加
また、電子証明書の更新もあり、開庁日は予約なし、開庁日以外は電話若しくは来庁による予約制として対応しているが、対象者の増大に伴い、更新業務についても併せて対策が必要となっている。
窓口対応のほか、カードに関する問い合わせも多く、対応すべき事案が増加しており、人員配置だけでなく根本的なカード交付等に係る事務の見直しをする必要がある。
その対策として、市が行うカード交付、電子証明書の更新に係る予約の管理、利用者が行うカード交付及び電子証明書の更新予約の機能を有するシステムを導入し、事務の効率化及び市民の利便性を図る。

２　業務の概要
(1)　件名　　　　マイナンバーカード交付等 予約・管理システム導入業務委託
(2)　業務内容　　別紙「マイナンバーカード交付等予約・管理システム導入業務
委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり
(3)　履行期間
ア　導入	　　　　　　
契約締結日から令和８年11月30日（月）まで
　　イ　サービス利用及び保守
導入後60ヶ月
(4)　提案上限額
ア　導入費　15,132千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　・既存住民記録システムからの情報抽出の仕組みに係る費用を含めること。
（情報抽出に係る既存住民記録システムの改修費用は除く。）
　・本システム稼働に必要となるハードウェアにかかる経費も含めること。
イ　利用料及び保守費（60ヶ月）	3,300千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
※ア、イの金額は、契約時の予定価格を示すものではない。
※提案は、個々の上限額を超えてはならない。超過した場合は失格とする。
(5)　支払方法
ア　導入費（業務委託料）は、完成後一括払いとする。
イ　利用料及び保守費は、稼働開始後月払いとする。

３　参加資格要件
本プロポーザルに参加する事業者は、次に掲げる要件を満たしていなくてはならない。また、一つの事業者が本業務に関する複数の企画提案に参加することはできない。
　(1)　単独事業者又は共同事業体であること。
(2)　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に掲げる者でないこと。
(3)　三浦市指名停止等措置要領（平成７年４月1日施行）に基づく指名停止期間中でない者であること。
(4)　消費税及び地方消費税、法人事業税、法人市民税並びに固定資産税を完納し、滞納がないこと。 
(5)　三浦市暴力団排除条例（平成23年三浦市条例第２号。以下「市条例」という。）第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等でない者であること。
(6)　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75号）第23条第１項又は第２項の規定に違反していない者であること。
(7)　役員等（役員（市条例第２条第５号に規定する役員をいう。）又はその支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者をいう。）が暴力団員等と密接な関係を有していない者であること。
(8)　審査委員会の委員が経営又は運営に関与していない者であること。
 












４　スケジュール
公募から事業者選定までのスケジュールは次のとおり
	
	項目
	期日

	(1)
	募集公告、参加申込書及び質問受付開始
	令和８年６月16日（火）

	(2)
	質問提出期限
	令和８年６月23日（火）午後５時まで

	(3)
	質問に対する回答期限
	令和８年６月26日（金）

	(4)
	参加申込書提出期限
	令和８年７月１日（水）午後５時まで

	(5)
	参加資格者と認めたものの通知
	令和８年７月15日（水）まで

	(6)
	企画提案書等受付開始
	令和８年７月15日（水）

	(7)
	企画提案書等提出期限
	令和８年７月29日（水）午後５時まで

	(8)
	参加辞退届提出期限
	令和８年８月３日（月）午後２時まで

	(9)
	プレゼンテーション及びデモンストレーション（ヒアリング）審査
	令和８年８月７日（金）
令和８年８月４日（火） （予備日）

	⑽
	選定結果通知
	令和８年８月18日（火）

	⑾
	契約締結
	令和８年９月上旬


なお、上記スケジュールは、変更となる場合がある。

５　担当
三浦市 市民部 市民サービス課　（担当：藤﨑）
住所　〒238-0298　神奈川県三浦市城山町１番1号（本館１階）
電話　046-882-1111　（内線292）
E-mail　shiminkyodo0301@city.miura.kanagawa.jp

６　募集要項等の入手方法
本プロポーザルの募集要項及び参加するために必要な書類は、三浦市ホームページからダウンロードすること。

７　質問書の提出等
企画提案書等の作成に関する質問の提出及び回答は、次のとおりとする。
(1)　提出書類	質問書（様式６）
(2)　提出方法	質問書に質問事項を記入し、電子メールに添付して期日までに市民サー
ビス課へ提出すること。
メールの件名は「三浦市マイナンバーカード交付等予約システム質問」とすること。
(3)　回答方法　期日までに、本市のホームページに掲載する。なお、質問事業者名は公表しない。
８　参加申込書の提出等（資格審査）
このプロポーザルに参加する場合は、「３　参加資格要件」を確認のうえ、次の書類を期日までに提出すること。共同事業体として本プロポーザルに参加する場合は、一者を代表事業者に定め、本市への書類提出等は代表事業者が行うこと。
(1)　提出書類
ア　参加申込書（様式１）
イ　誓約書（様式２）
ウ　役員名簿（様式３）
エ　同種類似業務実績届（様式４）
オ　履歴事項全部証明書（登記簿謄本）
カ　納税証明書（最近１年間に係る消費税及び地方消費税、法人事業税、法人
市民税並びに固定資産税がそれぞれ完納されていることを証明するもの）
※オ、カは、申請日から３ヶ月以内に発行したもの（写しも可とする。）。
共同事業体として本プロポーザルに参加する場合は、グループ構成表（様式５）及びすべての構成員における上記イからカを提出すること。ただし、エについては、実績を有している構成員のみ提出することとし、共同事業体としての業務実績の記入も可とする。
(2)　提出部数　　１部
(3)　提出方法　　担当へ持参又は郵送（書留郵便又は配達証明に限る。）。持参の場合は、平日の午前９時から午後５時までとする。
(4)　参加資格者と認めたものの通知
期日までに参加申込書に記載された電子メールアドレス宛に通知する。誤送信防止のため、令和８年７月１日（水）までに、担当へテストメールを送信すること。

９　企画提案書の提出等
参加事業者は、期日までに担当へ次の書類を提出すること。共同事業体の場合、本市への書類提出等は代表事業者が行うこと。
(1)　提出書類
ア　企画提案書表紙（様式７）
イ　企画提案書（形態はＡ４版で様式は任意とする。ただし、部分的にＡ３版を 
使用する場合は、片袖折にして綴じ込むこと。）
　　ウ　業務体制表（様式８）
エ　見積書（様式９）及び積算内訳書（任意様式）
オ　工程表（Ａ４版とし、様式は自由とする。ただし、止む無くＡ３版を使用する
場合は、片袖折にして綴じ込むこと。）
[bookmark: _Hlk232001765]※企画提案書は、上記「(1)　提出書類」のアからエまでを左端２か所にステープラ止めし、正本の企画提案書表紙には代表者印を押印することとする。
[bookmark: _Hlk101197335]※企画提案書は、原則Ａ４判、横書きで作成し、表紙・目次等を含め全部で50ページ程度を限度とすること（Ａ３判は２ページ相当分とカウントする。）。印刷は両面印刷を基本とし、表紙を除きページの下部にページ番号を付すこと。
(2)　提出方法
担当へ持参又は郵送（書留郵便又は配達証明に限る。）。
持参の場合は、平日の午前９時から午後５時までとする。
(3)　提出部数
紙媒体　７部（正本１部、コピー６部）
電子媒体１部
(4)　企画提案書の内容等について
　　別紙「マイナンバーカード交付等予約・管理システム導入業務委託に係る企画提案書等作成要領（案）」のとおり。
(5)　見積書、積算内訳書について
「見積書（様式９）」は、導入費（システム構築費、物品費、ライセンス費、研修費等）と利用料及び保守費（60ヶ月）を分けて記載すること。
「積算内訳書（任意様式）」は、導入費及び利用料及び保守費の内訳を記載すること。

10　辞退届の提出
参加申込後、辞退する場合には、期日までに参加辞退届（様式10）を提出すること。

11　プレゼンの実施
(1)　プレゼンテーション及びデモンストレーション
企画提案書の記載内容等について評価するため、プレゼンテーション及びデモンストレーションを次のとおり実施する。
ア　日程　　　「４　スケジュール」のとおり
イ　場所等　　時間及び場所等の詳細については別途連絡する。
ウ　出席者　　５名以内とする。
エ　時間配分
各参加者の説明に要する持ち時間は50分（プレゼンテーション及びデモンストレーション40分及び質疑応答10分程度を目安）とする。
オ　その他
(ｱ)　プレゼンテーションは、事前に提出された企画提案書を用いて行うこととし、当日の差し替え、再提出、追加、削除は認めないものとする。
(ｲ)　プレゼンテーション及びデモンストレーションは、非公開とする。
(ｳ)　プロジェクター及びスクリーンは本市が用意するが、それ以外の使用機材、
備品等は、事業者側で用意すること。

12　審査方法等
(1)　審査方法
マイナンバーカード交付等 予約・管理システム導入業務委託審査委員会（以下「審査委員会」という。）　において、企画提案書、見積書、積算内訳書、プレゼンテーション及びデモンストレーションの内容を審査基準に基づき審査し、すべての審査委員の評価点の合計点が最も高い事業者を契約候補者として選定する。
ただし、合計点が60％未満の場合は契約候補者として選定しない。
評価点の合計点が最も高い事業者が２者以上になった場合は、審査委員の協議により契約候補者を選定する。
(2)　審査委員会の構成
審査委員会の構成は、政策部政策課長、政策部デジタル課長、市民部市民サービス課
長、南下浦出張所長、初声出張所長、三崎出張所開設準備担当課長の６名とする。
(3)　審査基準
評価項目、配点等については、別表「評価基準書」に定めるとおりとする。
(4)　審査結果
審査を受けた各事業者に対し、期日までに選考結果を電子メールにて通知し、本市の
ホームページに掲載する。
なお、通知する内容は、順位、点数、契約候補者となった事業者の名称及び通知先の事業者の名称とし、その他の事業者の名称は非公表とする。また、本市のホームページに掲載する内容は、順位、点数及び契約候補者となった事業者の名称とし、その他の事業者の名称は非公表とする。

13　契約締結等
(1) 契約候補者は、本業務委託契約に係る締結交渉権を有する。
(2) 契約候補者との契約は、選定された提案内容を基に、細部について市と協議し、提
案上限額内で詳細な業務内容及び契約金額を決定した上で行うものとする。なお、契
約候補者が何らかの理由により契約締結できなかった場合、次点の事業者と契約交渉
を行うこととする。

14　失格事項
次のいずれかに該当する場合は失格とする。
(1)　提出書類の提出方法、提出期限等がこの募集要項に適合しない場合
(2)　提出書類に虚偽又は不正の記載があった場合
(3)　プレゼンテーション及びデモンストレーションに出席しない場合
(4)　「３　参加資格要件」に規定する要件を満たさない場合
(5)　企画提案書提出時の見積書の見積金額が提案上限額を超えている場合
(6)　審査の公平性を損なうような不誠実な行為があった場合

15　その他の留意事項
(1)　本プロポーザルにおける書類の作成、提出等に係る費用は、事業者の負担とする。
(2)　提出書類について、その提出期限後は差し替え及び再提出は認めないものとし、事業者選定後に返却はしない。また、審査目的の範囲内で複製することがある。
(3)　提案に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第51号）に定めるもの、通貨は円、時刻は日本標準時とする。
(4)　提案事業者から募集要項等に基づいて提出された書類の著作権は、原則として書類の作成者に帰属する。ただし、採用した企画提案書等については、公表、報告、その他三浦市が必要と認めるときには無償で使用できるものとする。
(5)　本プロポーザルの参加者は、本プロポーザルの手続において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(6)　審査結果に対する異議申立ては認めない。
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